
　　　　　　　　　　　　　　　65　歳　以　上　　　　医　療　区　分　　１　　該　当　の　方
令和　８ 年 ６ 月 １ 日　

食事療養標準負担額
居住費

（１日あたり）
６５歳以上７０歳未満

入院一部負担金
高齢者入院一部負担金

現役並み所得者Ⅲ
（７０歳以上）

現役並み所得者Ⅱ
（７０歳以上）

一般
（６５歳以上７０歳未満）

現役並み所得者Ⅰ
（７０歳以上）

　２７０円／食
×３０日＝２４,３００円

（３５，４００円上限）
【２４，６００円】

１割　 ( ２４,６００円上限 )

　１６０円／食
×３０日＝１４,４００円

　１３０円／食
×３０日＝　１１,７００円

　　　　　　　　　   　０円

　※おむつ/１枚単価

昼パット35円 ，夜パット44円  　パンツ　（M）１０５円  　あて楽　　（S）１０８円  あて楽（Ｍ～Ｌ）１４１円

　　  Ｒパット   ２０円  　パンツ　（Ｌ）１１６円  　あて楽　　（Ｍ）１３４円  　あて楽（Ｌ）１４５円

　　　　　　　　　　       　( 内税 ）

　　　　※　【　　】内の金額は、多数該当（過去１２ヶ月に３回以上高額療養費の支給を受け４回目以降の支給に該当）の場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入  院  負  担  金  （ 療 養 病 棟 ）

区　　　　　　　　　　　　分

上位所得者
（６５歳以上７０歳未満）

　５５０円／食
×３０日＝４９,５００円

２５２，６００円
＋（医療費-842,000円）×１％　【１４０，１００円】

１６７，４００円
＋（医療費-558,000円）×１％【９３，０００円】

８０，１００円
＋（医療費-267,000円）×１％【４４，４００円】

一　　　般　（１割・２割）
（５７，６００円上限）

【４４，４００円】

  低所得者Ⅱ（住民税非課税世帯）

  低所得者Ⅰ（住民税非課税世帯）　　（７０歳以上）

１割 　( １５,０００円上限 ）
  低所得者Ⅰ
（住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者） （７０歳以
上）

  障害（1，2級）医療証受給者 上　記　各　金　額
一　　　般　　　　　　　　　５００円／日　（月２０日限度）
住民税非課税世帯　　　３００円／日　（月２０日限度）

＊各市町村により内容が異なります

４３０円／日
×３０日＝１２，９００円

               私物洗濯料（希望者）1Kg４００円/月
（７，７００円上限）

散髪代（希望者）　１,８００円/回

　　　　※　私物洗濯、散髪については、各病棟師長にお問い合わせ下さい。

　　　  ※　厚生労働省の改定により変更がありますので、掲示等にてご確認お願いいたします。



　　　　　　　　　　　　　　　65　歳　以　上　　　医　療　区　分　２　・　３　該　当　の　方
令和　８ 年  ６　月  1 日　

食事療養標準負担額
居住費

（１日あたり）
６５歳以上７０歳未満

入院一部負担金
高齢者入院一部負担金

現役並み所得者Ⅲ
（７０歳以上）

現役並み所得者Ⅱ
（７０歳以上）

一般
（６５歳以上７０歳未満）

現役並み所得者Ⅰ
（７０歳以上）

　　４３０円／日
×３０日１２，９００円

一定以上所得のある方

過去１年の入院期間が90日以下
　２７０円／食

×３０日＝２４,３００円

過去１年の入院期間が90日超え
　２２０円／食

×３０日＝１９,８００円

　　　　　　　　　  ０円

　　　※おむつ/１枚単価

   昼パット ３５円 ，夜パット ４４円  　パンツ　（M）１０５円  　あて楽　　（S）１０８円  あて楽（Ｍ～Ｌ）１４１円

　　  Ｒパット   ２０円  　パンツ　（Ｌ）１１６円  　あて楽　　（Ｍ）１３４円  　あて楽（Ｌ）１４５円

　　　　　　　　　　       　( 内税 ）

　　　　※　【　　】内の金額は、多数該当（過去１２ヶ月に３回以上高額療養費の支給を受け４回目以降の支給に該当）の場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入  院  負  担  金  （ 療 養 病 棟 ）

区　　　　　　　　　　　　分

上位所得者
（６５歳以上７０歳未満）

　５５０円／食
×３０日＝４９,５００円

２５２，６００円
＋（医療費-842,000円）×１％　【１４０，１００円】

１６７，４００円
＋（医療費-558,000円）×１％【９３，０００円】

８０，１００円
＋（医療費-267,000円）×１％【４４，４００円】

一　　　般
　　（５７，６００円上限）

【４４，４００円】

 低所得者Ⅱ（住民税非課税世帯）
　（３５，４００円上限）

【２４，６００円】
１割　 ( ２４,６００円上限 )

 低所得者Ⅰ（住民税非課税世帯）
　１３０円／食

×３０日＝　１１,７００円
１割 　( １５,０００円上限 ）

 低所得者Ⅰ（住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給権者）

　　　  ※　厚生労働省の改定により変更がありますので、掲示等にてご確認お願いいたします。

 障害（1，2級）医療証受給者 上　記　各　金　額
　　一　　　般　　　　　　　５００円／日　（月２０日限度）
住民税非課税世帯　　３００円／日　（月２０日限度）

＊各市町村により内容が異なります

   私物洗濯料（希望者）1Kg４００円／月（７，７００円上限）

散髪代（希望者）　１,８００円/回

　　　　※　私物洗濯、散髪については、各病棟師長にお問い合わせ下さい。



　　　　　　　　　　　　令和　８　年  ６ 月  1 日　

食事療養標準負担額

過去１年の入院期間が90日以下 　２７０円／食　×３０日＝２４,３００円

過去１年の入院期間が90日超え 　２２０円／食　×３０日＝１９,８００円

上　記　各　金　額

　　※おむつ/１枚単価

   　昼パット ３５円 ，夜パット ４３円  　　　　パンツ　（M）１０５円  　　　　あて楽　（S）　１０８円  　　　　あて楽（Ｍ～Ｌ）１４１円

　　  Ｒパット   ２０円  　　　　パンツ　（Ｌ）１１６円  　　　　あて楽　（Ｍ）　１３４円  　　　　あて楽（Ｌ）１４５円

　　　　　　　　　　       　            ( 内税 ）

　　・私物洗濯料（希望者） 1Kg４００円 　　　・散髪代（希望者） １,８００円/回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　般　・入  院  負  担  金  （ 療 養 病 棟 ） 　65歳未満

区　　　　　　　　　　　　分 入院一部負担金

一　定　以　上　所　得　者 　５５０円／食 ×３０日＝４９,５００円

２５２，６００円＋
（医療費-842,000円）×１％

【１４０，１００円】

１６７，４００円＋
（医療費-558,000円）×１％

【９３，０００円】

一　　　　　　般 　５５０円／食 ×３０日＝４９,５００円

８０，１００円＋
（医療費-267,000円）×１％

【４４，４００円】

（５７，６００円上限）
【４４，４００円】

　 低所得者（住税非課税世帯）
（３５，４００円上限）

【２４，６００円】

 　障害（1，2級）医療証受給者
一　　　般　　　　　　 ５００円／日（月２０日限度）
住民税非課税世帯 ３００円／日（月２０日限度）

＊各市町村により内容が異なります

　　　　※私物洗濯、散髪については、各病棟師長にお問い合わせ下さい。

　　　　※【　　】内の金額は、多数該当（過去１２ヶ月に３回以上高額療養費の支給を受け４回目以降の支給に該当）の場合

　　　  ※　厚生労働省の改定により変更がありますので、掲示等にてご確認お願いいたします。
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